
番号 19

　　　処　　　 分 　　　名

　　　処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　 管 　　　課 予防課

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間 なし

　　　標　準　処　理　期　間 計 ５日

判断基準

【根拠法令等】一部・項目のみ記載
高圧ガス保安法
第２０条　第５条第１項又は第１６条第１項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯
蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完
成検査を受け、これらが第８条第１号又は第１６条第２項の技術上の基準に適合していると認められた後でな
ければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産
業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）又は経済産業大臣が指定する者（以下
「指定完成検査機関」という。）が行う完成検査を受け、これらが第８条第１号又は第１６条第２項の技術上の基
準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
３　第１４条第１項又は前条第１項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の
位置、構造若しくは設備の変更の工事（経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。）を
完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これら
が第８条第１号又は第１６条第２項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用し
てはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指
定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第８条第１号又は第１６条第２項の技術上の基準に適合して
いると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二 自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者（以下
「認定完成検査実施者」という。）が、第３９条の１１第１項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た
場合

一般高圧ガス保安規則
第５条　第一種製造者に係る技術上の基準
第６条　定置式製造設備に係る技術上の基準
第６条の２　コールド・エバポレーターに係る技術上の基準
第７条　圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準
第７条の２　液化天然ガススタンドに係る技術上の基準
第７条の３　圧縮水素スタンドに係る技術上の基準
第８条　移動式製造設備に係る技術上の基準
第８条の２　移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準
第２１条　第一種貯蔵所に係る技術上の基準
第２２条　貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準
第２３条　容器により貯蔵する場合の技術上の基準
第９９条　危険のおそれのない場合等の特則

液化石油ガス保安規則
第５条　第一種製造者に係る技術上の基準
第６条　第一種製造設備に係る技術上の基準
第７条　第二種製造設備に係る技術上の基準
第８条　液化石油ガススタンドに係る技術上の基準
第９条　移動式製造設備に係る技術上の基準
第２２条　第一種貯蔵所に係る技術上の基準
第２３条　貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準
第２４条　容器により貯蔵する場合の技術上の基準
第９７条　危険のおそれのない場合等の特則

コンビナート等保安規則
第４条　特定製造者に係る技術上の基準
第５条　製造施設に係る技術上の基準
第５条の２　コールド・エバポレータに係る技術上の基準
第６条　特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準
第７条　圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準
第７条の２　液化天然ガススタンドに係る技術上の基準
第７条の３　圧縮水素スタンドに係る技術上の基準
第９条　コンビナート製造事業所間の導管以外の導管
第１０条　コンビナート製造事業所間の導管
第１１条　連絡方法の通知等
第５４条　危険のおそれのない場合等の特則

冷凍保安規則
第６条　第一種製造者に係る技術上の基準
第７条　定置式製造設備に係る技術上の基準
第８条　移動式製造設備に係る技術上の基準
第６９条　危険のおそれのない場合等の特則

審査基準及び標準処理期間整理個表

高圧ガスの製造及び貯蔵所の完成検査

申請に基づき完成検査を実施する。

高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）

第２０条第１項及び第３項

法第５条第１項、第１４条第１項、第１６条第１項及び第１９条第１項により許可を受けた者の申請で、第８条第１
号又は第１６条第２項に適合することを基準とする。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

【根拠法令等】一部・項目のみ記載
高圧ガス保安法
第２０条　第５条第１項又は第１６条第１項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯
蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完
成検査を受け、これらが第８条第１号又は第１６条第２項の技術上の基準に適合していると認められた後でな
ければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産
業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）又は経済産業大臣が指定する者（以下
「指定完成検査機関」という。）が行う完成検査を受け、これらが第８条第１号又は第１６条第２項の技術上の基
準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
３　第１４条第１項又は前条第１項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の
位置、構造若しくは設備の変更の工事（経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。）を
完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これら
が第８条第１号又は第１６条第２項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用し
てはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指
定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第８条第１号又は第１６条第２項の技術上の基準に適合して
いると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二 自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者（以下
「認定完成検査実施者」という。）が、第３９条の１１第１項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た
場合

一般高圧ガス保安規則
第５条　第一種製造者に係る技術上の基準
第６条　定置式製造設備に係る技術上の基準
第６条の２　コールド・エバポレーターに係る技術上の基準
第７条　圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準
第７条の２　液化天然ガススタンドに係る技術上の基準
第７条の３　圧縮水素スタンドに係る技術上の基準
第８条　移動式製造設備に係る技術上の基準
第８条の２　移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準
第２１条　第一種貯蔵所に係る技術上の基準
第２２条　貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準
第２３条　容器により貯蔵する場合の技術上の基準
第９９条　危険のおそれのない場合等の特則

液化石油ガス保安規則
第５条　第一種製造者に係る技術上の基準
第６条　第一種製造設備に係る技術上の基準
第７条　第二種製造設備に係る技術上の基準
第８条　液化石油ガススタンドに係る技術上の基準
第９条　移動式製造設備に係る技術上の基準
第２２条　第一種貯蔵所に係る技術上の基準
第２３条　貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準
第２４条　容器により貯蔵する場合の技術上の基準
第９７条　危険のおそれのない場合等の特則

コンビナート等保安規則
第４条　特定製造者に係る技術上の基準
第５条　製造施設に係る技術上の基準
第５条の２　コールド・エバポレータに係る技術上の基準
第６条　特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準
第７条　圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準
第７条の２　液化天然ガススタンドに係る技術上の基準
第７条の３　圧縮水素スタンドに係る技術上の基準
第９条　コンビナート製造事業所間の導管以外の導管
第１０条　コンビナート製造事業所間の導管
第１１条　連絡方法の通知等
第５４条　危険のおそれのない場合等の特則

冷凍保安規則
第６条　第一種製造者に係る技術上の基準
第７条　定置式製造設備に係る技術上の基準
第８条　移動式製造設備に係る技術上の基準
第６９条　危険のおそれのない場合等の特則

市 民 所 管 課

申請から交付まで

５日

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


